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◆ 目 次 横浜海上保安部

１ 大規模工事に係る航行制限等について

２ 京浜港（横浜区・川崎区）における錨地管
理のあり方検討会について



１ 大規模工事に係る航行制限等について

①新本牧ふ頭建設工事
工事周辺海域において航泊禁止措置を継続中です。

②川崎港臨港道路 橋梁工事
橋梁の設置工事に伴い航路幅が制限されています。

③川崎沖（東扇島防波堤前面）土砂投入工事
工事に伴い、航泊禁止措置・錨地（KK1・K2）の

使用制限を講じておりましたが、工事作業の中断に伴
い、令和４年８月２５日をもって当該航泊禁止措置及
び錨地の使用制限を解除しています。
なお、当該工事は後日再開され、それに伴い航泊禁

止措置等も講じることとなる見込みです。

横浜海上保安部

①

②

③

令和５年中においても、以下のとおり大規模工事が継続して行われる予定です。
港長公示や関連情報を確認し、付近航行の際は注意をお願いします。

新本牧ふ頭建設工事

川崎沖 土砂投入工事

川崎港臨港道路橋梁工事



１ 大規模工事に係る航行制限等について①

①新本牧ふ頭建設工事

◆工事周辺海域において航泊禁止措置が
継続中です。

◆工事の進捗に伴い、大型の工事作業船
等が工事区域に出入りしますので、付
近航行の際は注意をお願いします。

横浜海上保安部

Ｎ

横浜航路

本牧ふ頭

黄色灯付灯浮標航泊禁止区域



１ 大規模工事に係る航行制限等について②

②川崎港臨港道路 橋梁工事
◆橋梁の設置工事の進捗に伴い航路幅が制限されています。また、令和５年中には、
工事作業船のアンカーワイヤーが航路内に展張される工事も予定されています。
◆当該海域を航行する際には、警戒船や航行安全情報管理室から提供される情報に
留意してください。

横浜海上保安部
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１ 大規模工事に係る航行制限等について③

③川崎沖土砂投入工事

◆工事に伴い、航泊禁止措置・錨地
（KK1・ K2）の使用制限を講じてお
りましたが、工事作業の中断に伴い、令
和４年８月２５日をもって当該航泊禁止
措置及び錨地の使用制限を解除していま
す。

◆なお、当該工事は後日再開され、それ
に伴い航泊禁止措置等も講じることとな
る見込みです。

横浜海上保安部

令和4年8月25日までの航泊禁止・錨地の使用制限図
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２ 錨地管理のあり方検討会について 横浜海上保安部

◆京浜港（横浜区・川崎区）に設定されている錨地及び周
辺海域では、船舶の大型化・工事等による錨泊可能海
域の減少等、海上交通環境が変化しています。

◆そのような状況に鑑み、 （公社）東京湾海難防止協会
が、令和3年度に立ち上げた、学識経験者・海事関係
者・関係行政機関で構成される検討会において、船舶
交通の環境等の変化に応じた錨地管理のあり方が検討
されています。

◆令和3年度には、錨地の利用実態把握、錨地利用者へ
のアンケート調査等が行われ、その結果明らかとなった
課題について、令和4年度中に所要の検討が行われて
おり、年度内に、同検討会の報告が取りまとめられるこ
ととなっています。

現状の京浜港（横浜区・川崎区）における錨地図
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